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平成 年 月 日（月）

号外第 号

15 31

36

３

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県福祉 条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（福祉保健課）……………

鳥取県立境港通勤寮管理規則 一部 改正 規則（ ）（障害福祉課）………………………

鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則 一部 改正 規則（ ）（〃）…………………

鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則（ ）（〃）……………………………

鳥取県児童福祉法施行細則 一部 改正 規則（ ）（子 家庭課）………………………

◇鳥取県福祉 条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県福祉 条例 特定公共的施設 新築等 係 届出義務等 規定 適用除外

者 、簡易保険福祉事業団 削 、新 日本郵政公社 加 。（別表第

関係）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県立境港通勤寮管理規則 一部 改正 規則

知的障害者福祉法 基 入所措置 要 費用 徴収 関 規定等 削 。（旧第 条

～旧第 条、別表、様式第 号、様式第 号関係）

入所申込書 様式 定 。（新第 条、別記様式関係）

他所要 改正 行 。

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則 一部 改正 規則

知的障害者福祉法 基 施設入所措置等 要 費用 徴収 関 規定 削 。（第

条、第 条、第 条、附則関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則

身体障害者福祉法等 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。

規則 、平成 年 月 日 施行 。
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について を るとともに たに を えることとした

この は から することとした
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に づく に する の に する を ることとした
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

～ 略

簡易保険福祉事業団

～ 略

別表第 （第 条関係）

～ 略

日本郵政公社

～ 略

４ ９

１ ４

５

６

４ ９

１ ４

５

６ 1717

◇鳥取県児童福祉法施行細則 一部 改正 規則

児童福祉法 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県福祉 条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県福祉 条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県福祉 条例施行規則（平成 鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県立境港通勤寮管理規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県立境港通勤寮管理規則 一部 改正 規則

鳥取県立境港通勤寮管理規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条及 項 表示 下線 引 条及 項（以下「移動条項」 。） 対応 同

表 改正後 欄中条及 項 表示 下線 引 条及 項（以下「移動後条項」 。） 存在 場合

、当該移動条項 当該移動後条項 、移動条項 対応 移動後条項 存在 場合 、当該移動条項

（以下「削除条項」 。） 削 、移動後条項 対応 移動条項 存在 場合 、当該移動後条項

（以下「追加条項」 。） 加 。

の を する

の に う の の を うこととした

この は から することとした

のまちづくり の を する をここに する
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の を のように する

の の の び の に が かれた び という に する

の の び の に が かれた び という が する に

は を とし に する が しない には

という を り に する が しない には

という を える
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３
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改 正 後 改 正 前

（入所資格）

第 条 通勤寮 入所 者 、次 掲

要件 該当 歳以上 知的障害者 、知的障害

者福祉法（昭和 年法律第 号）第 条 規定 援

護 実施者（以下「援護者」 。） 通勤寮 入

所 援護 決定 。

（ ） 通勤寮 通勤可能 距離 事業所 現

就職 、又 就職 確実 者 。

（ ） 伝染性疾患 有 者 。

（ ） 他通勤寮 入所 適当

認 者 。

（収容定員）

第 条 通勤寮 収容定員 、 人 。

（入所期間）

第 条 通勤寮 入所期間 、 年以内 。 、

援護者 年 経過 引 続 援護 行

適当 認 者 、 期間 延長

。

（徴収 費用 額）

第 条 知的障害者福祉法第 条 規定 通勤寮

入所者又 扶養義務者 徴収 費用 額（以

下「徴収額」 。） 、別表 。

知事 、入所者又 扶養義務者 次 各号

該当 認 、 者 申請又

職権 、徴収額 減額 、又 免除

。

（ ） 災害、盗難 他 類 理由 徴

収額 納入 困難 認 。

（ ） 入院 他正当 理由 通常 利用

。

（ ） 他知事 特 必要 認 。

（入所定員）

第 条 通勤寮 入所定員 、 人 。

（入所 申込 ）

第 条 条例第 条 規定 通勤寮 入所 係

許可（以下「入所許可」 。） 受

者 、別記様式 入所申込書 知事 提出

。

２

９

１

２

３

３

４ ２

２

５

２

１

２

３

２

３ ３

に することができる は に げ

る に する の で

に する

の という が に

させて することを したものとする

から な にある に に

し は することが な であること

を しない であること

その へ させることが でないと

められる でないこと

の は とする

の は とする ただし

が を しても き き を うことを

であると めた については その を す

ることができる

する の

の により の

はその から する の

という は のとおりとする

は はその が の のい

ずれかに すると めるときは その の は

により を し は することがで

きる

その これらに する により

の が と められるとき

その な により の がない

とき

その が に と めたとき

の は とする

の み

の により への に る

という を けようとする

は による を に しなけ

ればならない

15

35 37

25

27

25

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示及 削除条項並 別表及 様式 表示 除 。以下

「改正部分」 。） 対応 次 表 改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条項並 様

式 表示 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄中別表及 様式 表示 下線 引 別表及 様式 削 、次 表 改正後 欄中様式

表示 下線 引 様式 加 。

の の の が かれた の び びに び の を く

という に する の の の が かれた の び びに

の を く という が する には を に め

に する が しない には を える

の の の び の に が かれた び を り の の の

の に が かれた を える
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３

１

６ ５

２

２

７

８

１

２

３

２

９

５

１

１

４

５

１

２

３

６

前項 規定 申請 、徴収額減免申請書（様式

第 号） 提出 。

（収入月額 申告等）

第 条 県 援護者 入所者 、毎月 日

前月分 収入月額 、収入月額申告書（様式第 号）

知事 申告 。

知事 、前項 規定 申告 適正 行

、収入月額 必要 調査 行

。

（指示）

第 条 知事 、通勤寮 適正 管理 図 必要

認 、入所者 対 、必要 指示

。

（退所 命令）

第 条 知事 、入所者 次 各号 一 該当 認

、当該入所者 対 退所 命

。

（ ） 就労 継続 困難 認 。

（ ） 前条 規定 知事 指示 従

。

（ ） 他通勤寮 管理上支障 行為 、又

。

知事 、前項 規定 退所 命 、

、援護者 意見 聴 。

（雑則）

第 条 略

別表（第 条関係）

区分 徴収額

収入月額 必要経費及

円 控除 額

円 超 場合

人月額

円

収入月額 必要経費及

円 控除 額

円以下 場合

人月額 収入月
額 必
要経費及

円 控除
額

（ 額

円未満
端数

、
切

捨
額 。）

（指示）

第 条 知事 、通勤寮 適正 管理 図 必要

認 、入所者 対 、必要 措置 命

、又 必要 指示 。

（入所許可 取消 ）

第 条 知事 、入所者 次 各号 該当

認 、当該入所者 入所許可 取 消

。

（ ） 正当 理由 使用料 滞納 。

（ ） 前条 規定 知事 命令又 指示 従

。

（ ） 他通勤寮 管理上支障 行為 、又

。

（雑則）

第 条 略

の による は

を してしなければならない

の

が である は までにそ

の の を

により に しなければならない

は の による が に われない

ときは について な を うものとす

る

は の な を るため が

あると めるときは に し な をす

ることができる

の

は が の の に すると

めたときは に し を ずることがで

きる

を することが と められるとき

の による の に わなかったと

き

その の がある をし

はそのおそれがあるとき

は の により を ずるときは あ

らかじめ の を かなければならない

から び

を した が

を える

から び

を した が

の

から

び
を

し た
その

に
の

があ
るときは
これを
り てた
とする

は の な を るため が

あると めるときは に し な を

じ は な をすることができる

の し

は が の のいずれかに す

ると めたときは の を り す

ことができる

な なく を したとき

の による の は に わな

かったとき

その の がある をし

はそのおそれがあるとき

8,000 20,340

20,340

8,000 20,340

8,000

1,000
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備考

表 「必要経費」 、飲食物費、

日用品費、勤労 伴 必要経費、社会保険料、所

得税、地方税及 交通費 、 額 、知事

別 定 。

月 中途 入所 、又 退所 者 月

徴収額 、日割計算 算出 額 。

様式第 号（第 条関係）

徴収額減免申請書

職 氏 名 様

次 徴収額 全部（一部） 負担

、減額等 、鳥取県立境港通

勤寮管理規則第 条第 項 規定 申請 。

年 月 日

住所
申請者

氏名

代理人
住所

氏名

徴 収 額

負担 額

負担 期間

負担 理由

円

円

注 「代理人」欄 、申請者 代 代理人

本書 作成 場合 記入 。

負担 理由 証 書類 添

付 。

氏名 自署 場合 、 押印 省略

。

様式第 号（第 条関係）

収入月額申告書

職 氏 名 様

鳥取県立境港通勤寮管理規則第 条第 項 規定

、収入月額 次 申告 。

年 月 日

住所
申告者

氏名

代理人
住所

氏名

収入月額（Ａ） 円

１

２

１ ５

５ ２

１

２

３

２ ６

６ １

この において とは

に う

び をいい その は

が に める

の で し は する のその の

は により した とする

のとおり の を することが

できないため をされるよう

の により します

することができない

することができない

することができない

は に わってその

が を した に すること

することができない を する を

すること

を する には その を する

ことができる

の に

より について のとおり します

年 月 日
年 月 日

から
まで
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必

要

経

費

（ ） 飲 食 物 費

（ ） 日 用 品 費

（ ）

（ ） 社 会 保 険 料

（ ） 所 得 税

（ ） 地 方 税

（ ） 交 通 費

計（（ ）～（ ））（Ｂ）

対象収入額（（Ａ）（Ｂ））

円

円

円

円

円

円

円

円

円

注 「代理人」欄 、申告者 代 代理人

本書 作成 場合 記入 。

収入月額及 必要経費 、 額 確認

書類 添付 。

氏名 自署 場合 、 押印 省略

。

別記様式（第 条関係）

入 所 申 込 書

年 月 日

職 氏 名 様

住所
申請者

氏名

代理人
住所

氏名

次 鳥取県立境港通勤寮 入所 、

申 込 。

氏 名

生年月日

住 所

電話番号

入所 理
由
入所希望
期間

他

性別

年 月 日生

年 月 日 年
月 日

注 「代理人」欄 、申請者 代 代理人

本書 作成 場合 記入 。

入所希望期間 終期 、決

場合 記入 。

氏名 自署 場合 、 押印 省略

。

１

２

３

４

５

６

７

１ ７

－

１

２

３

３

１

２

３

勤労 伴 必要経費に う

は に わってその

が を した に すること

び について その を

できる を すること

を する には その を する

ことができる

のとおり に したいので

し みます

フリガナ

の

そ の

から
まで

は に わってその

が を した に すること

の については まっている

のみ すること

を する には その を する

ことができる
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第 条 規則 、児童福祉法（昭和 年法律第

号）第 条第 項、知的障害者福祉法（昭和 年法律

第 号）第 条及 母子保健法（昭和 年法律第

号）第 条 第 項 規定 施設入所措置等

要 費用 徴収 関 必要 事項 定

。

知的障害者福祉法第 条 規定 施設入所措置

等 要 費用 徴収 知的障害者通勤寮 係

、別 定 。

（趣旨）

第 条 規則 、児童福祉法（昭和 年法律第

号）第 条第 項及 母子保健法（昭和 年法律第

号）第 条 第 項 規定 施設入所措置

等 要 費用 徴収 関 必要 事項 定

。

１

２

４ １

２

１

２

４ １

この は

び

の の による に

する の に し な を めるものとす

る

の による

に する の のうち に る

ものについては に める

この は

び

の の による

に する の に し な を めるもの

とする

22 164

56 35

37 27 40 141

21

27

22 164

56 40

141 21

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

規則 施行前 行 鳥取県立境港通勤寮 係 社会福祉 増進 社会福祉事業法等 一部

改正 等 法律（平成 年法律第 号）第 条 規定 改正前 知的障害者福祉法（昭和 年法律第

号）第 条第 項第 号 規定 措置 要 費用 知的障害者又 扶養義務者 費用

徴収 、改正前 鳥取県立境港通勤寮管理規則第 条、別表及 様式第 号 規定 、 効力

有 。 場合 、同規則第 条第 項中「知的障害者福祉法」 「社会福祉 増進

社会福祉事業法等 一部 改正 等 法律（平成 年法律第 号）附則第 条第 項 規定

従前 例 同法第 条 規定 改正前 知的障害者福祉法」 、同規則様式第 号中

「鳥取県立境港通勤寮管理規則」 「鳥取県立境港通勤寮管理規則 一部 改正 規則（平成 年

鳥取県規則第 号）附則第 項 規定 効力 有 同規則 改正前 鳥取県立境

港通勤寮管理規則」 。

鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則 一部 改正 規則

鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「削除項」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中表 細目 表示 下線 引 表 細目 次 表 改正後 欄中表 細目 表示 下

線 引 表 細目 改 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（削除項及 表 細目 表示 除 。以下「改正部分」 。）

対応 次 表 改正後 欄中下線 引 部分（表 細目 表示 除 。以下「改正後部分」 。）

存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合

、当該改正部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

１ ４ １

２

７

１ ２

５ １

５ １

２

７ １

２

３

この は から する

この の に われた に る の のための の を

する の の による の

に する に する についての はその からの の

については の び の は なおその

を する この において とあるのは の のた

めの の を する の の によりな

お の によるものとされる の による の と

とあるのは の を する

の によりなお を することとされる による の

とする

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の の に が かれた という を る

の の の の の に が かれた の を の の の の の に

が かれた の に める

の の の が かれた び の の を く という

に する の の の が かれた の の を く という

が する には を に め に する が しない

には を る

の の の の で まれた を る

15

12 101 35 37

16

12 101 19

15

22

15 31

62 25

鳥取県規則第 号23
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（定義）

第 条 略

～ 略

規則 「基準年」 、施設入所措置等

行 年度（ 月 月 間 行 次

条第 項 表第 号及 第 号 第 号 掲

措置並 同表第 号 掲 母子保護 実施

、 前年度 、同表第 号 掲 助産

実施 、当該助産 実施 開始 年度

（ 月 月 間 開始 、

前年度） 。以下同 。） 初日 属 年 前

年 、「基準年度」 、施設入所措置等 行

年度 。

及 略

（措置費等 徴収）

第 条 知事 、県 月分 措置費等 支弁 場

合 、次 表 第 欄 掲 施設入所措置等 区

分 応 、 同表 第 欄 掲 者 、同

表 第 欄 掲 額（ 額 同表 第 欄 掲

額 超 、当該第 欄 掲 額） 徴収

。 、同表 第 欄 掲 額

円未満 場合 、 徴収 行 。

～ 略

児童福祉

法第 条第

項第 号

又 同条第

項 措置

（同法第

条第 項、

第 条

第 項若

第 項

又 第 条

第 項

規定

満 歳

達

者

行

（国 設

置 児童

福祉施設

入所 除

。） 限

。）

略

被措置者等

世帯内扶

養 義 務 者

（ 全員

保護 受

場

合 除 。）

別表第

第 欄及

第 欄 掲

所得税

額等

区分 応 、

同表 第

欄 定

額

県支弁月

額 成

年者自己

負担月額

控除

額

（定義）

第 条 略

～ 略

規則 「基準年」 、施設入所措置等

行 年度（ 月 月 間 行 次

条第 項 表第 号及 第 号 掲 措置並 同

表第 号 掲 母子保護 実施 、 前

年度 、同表第 号 掲 助産 実施 、

当該助産 実施 開始 年度（ 月 月

間 開始 、前年度） 。

以下同 。） 初日 属 年 前年 、「基準年

度」 、施設入所措置等 行 年度 。

及 略

（措置費等 徴収）

第 条 知事 、県 月分 措置費等 支弁 場

合 、次 表 第 欄 掲 施設入所措置等 区

分 応 、 同表 第 欄 掲 者 、同

表 第 欄 掲 額（ 額 同表 第 欄 掲

額 超 、当該第 欄 掲 額） 徴収

。 、同表 第 欄 掲 額

円未満 場合 、 徴収 行 。

～ 略

児童福祉

法第 条第

項第 号

又 同条第

項 措置

（同法第

条第 項、

第 条

第 項若

第 項

又 第 条

第 項

規定

満 歳

達

者

行

（国 設

置 児童

福祉施設

入所 除

。） 限

。）

略

被措置者等

世帯内扶

養 義 務 者

（ 全員

保護 受

場

合 除 。）

別表第

第 欄及

第 欄 掲

所得税

額等

区分 応 、

同表 第

欄 定

額

県支弁月

額 成

年者自己

負担月額

控除

額

２

２ ４

５

４ ６

１ １ ４ ６

３

２

４ ６

６ ７

３

１

２

３ ４

４

４

１ ３

４

１ ３

２

３

２

１

２

３ １

３

１

２

３

２

２ ４

５

４ ６

１ １ ４

３

２

４ ６

６ ７

３

１

２

３ ４

４

４

１ ３

４

１ ３

２

３

２

１

２

３ １

３

１

２

３

この において とは

が われる から までの に われる

の び から までに げ

る びに に げる の につ

いては その とし に げる の

については の が された

から までの に されたものについては

とする じ の が する の

をいい とは が わ

れる をいう

び

の

は がその の を した

には の の に げる の

に じ それぞれ の に げる から

の に げる その が の に げ

る を えるときは に げる を

するものとする ただし の に げる が

となる には その は わない

は

の

の

し

くは

は

の

の によ

り に

している

について

われるも

の の

する

へ

の を

く に

る

の

その

が を

けている

を く

の

び

に

げる

による

に じ

の

に める

から

を し

た

この において とは

が われる から までの に われる

の び に げる びに

に げる の については その

とし に げる の については

の が された から まで

の に されたものについては とする

じ の が する の をいい

とは が われる をいう

び

の

は がその の を した

には の の に げる の

に じ それぞれ の に げる から

の に げる その が の に げ

る を えるときは に げる を

するものとする ただし の に げる が

となる には その は わない

は

の

の

し

くは

は

の

の によ

り に

している

について

われるも

の の

する

へ

の を

く に

る

の

その

が を

けている

を く

の

び

に

げる

による

に じ

の

に める

から

を し

た

100

27

31

63

63

20

100

27

31

63

63

20
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５

１

２

３

１

２

３

６

１

２

４

１

２

３

１

２

３

７

２ １

２

３ ４

１

３ ３

３

２ １

３

３

５

２ ３

３

２ １ ３

３

知的障害

者福祉法第

条第 項

第 号 措

置（次号

掲

除 。）

被措置者等

又 世

帯内扶養義

務者（

全員 保護

受

場合 除

。）

別表第

第 欄及

第 欄 掲

所得税

額等

区分 応 、

同表 第

欄 定

額

県支弁月

額

知的障害

者福祉法第

条第 項

第 号 措

置（満 歳

達

者

行

限 。）

被措置者等

（自己負担

可能者 限

。）

別表第

第 欄 掲

対象収

入額

区分 応 、

同表 第

欄 定

額（以下

号

「知的障

害者自己負

担月額」

。）

県支弁月

額

被措置者等

世帯内扶

養 義 務 者

（ 全員

保護 受

場

合 除 。）

別表第

第 欄及

第 欄 掲

所得税

額等

区分 応 、

同表 第

欄 定

額

県支弁月

額 知

的障害者

自己負担

月額 控

除 額

略

次 表 第 欄 掲 措置及 母子保護 実施

係 前項 規定 適用 、同表 第 欄 掲

規定中同表 第 欄 掲 字句 、同表 第

欄 掲 字句 読 替 。

前項 表第

号 掲

母子保護 実

施 、母

子生活支援施

設、知的障害

児通園施設

他知事 別

前項 表

第 号第

欄

定 額 定 額

分

相当 額

（同表第

号（ ） 掲

場合

、

当該第 欄

略

前項 表第 号 掲 母子保護 実施 、母

子生活支援施設、知的障害児通園施設 他知事 別

定 施設 入所 行 係 前項 規定

適用 、同号第 欄「定 額」

、「定 額 分 相当 額（同表第 号

（ ） 掲 場合 、当該第 欄 定 額）」

。

16

16

20

14

14

の

に

げるもの

を く

はその

その

が

を けてい

る を

く

の

び

に

げる

による

に じ

の

に める

の

に してい

る につい

て われる

ものに る

に

る

の

に

げる

による

に じ

の

に める

こ

の におい

て

と

いう

の

その

が を

けている

を く

の

び

に

げる

による

に じ

の

に める

から

を

した

の の に げる び の に

る の の については の に

げる の に げる は の

に げる にそれぞれ み えるものとする

の

に げる

の

のうち

そ

の が

の める める の

の に

する

に

げる に

あっては

の に げる の のうち

その が

に める に させて うものに る の

の については める とあるの

は める の の に する

に げる にあっては に める

とする
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に める

に させて

うもの

に める

の

は

に げる

のうち

に わせ

て うもの

の める める の

の に

する

に

げる に

あっては

に める

の に

める

に

める の

の に

する

に

める

に

める の

の に

す る

に

げる に

あっては

に める

の

は

に げる

のうち

の

を

する までの

に うもの

の

び

に わせて

う に

ついては

とのいずれ

か い

に している に して う の

に げる に する の については

の により み えて される の

にかかわらず が に める

の

の の に げる は

が されたときは その やかに

の に げる の

を く がその も き き われると

きは その われる の の に げ

に している に して う の

する の に する の については

の により み えて される の

にかかわらず が に める

の

の の に げる は

が されたときは その やかに

の に げる の

を く がその も き き われると

きは その われる の の に げ

定 施設

入所

行

定 額）

前項 表第

号又 第

号 掲 措

置 、知

的障害者援護

施設 通

行

前項 表

第 号第

欄

定 額 定 額

分

相当 額

（同表第

号（ ） 掲

場合

、

当該第 欄

定 額）

前項 表

第 号第

欄

第 欄

定 額

第 欄 定

額

分 相

当 額

第 欄

定 額

第 欄 定

額

分 相

当 額

（同表第

号（ ） 掲

場合

、

当該第 欄

定 額）

前項 表第

号又 第

号 掲 措

置 、当

該措置 開始

後 年 経過

月

間 行

前項 表

第 号第

欄及

同表第

号第 欄

県支弁月

額

県支弁月額

円

（知的障害

者援護施設

通

行 措置

、

円）

低 額

略

保育所 入所 児童 対 行 第 項 表

第 号 掲 措置 要 費用 徴収 、

同項 規定 読 替 適用 第 項 規定

、知事 別 定 。

（対象収入額等 申告）

第 条 次 表 第 欄 掲 者 、施設入所措置等

開始 、 開始後速 、当該施設

入所措置等（前条第 項 表第 号 掲 助産 実

施 除 。） 翌年度以降 引 続 行

、 行 間、毎年度次 表 第 欄 掲

略

保育所 入所 児童 対 行 第 項 規

定 母子保護 実施 要 費用 徴収 、

同項 規定 読 替 適用 第 項 規定

、知事 別 定 。

（対象収入額等 申告）

第 条 次 表 第 欄 掲 者 、施設入所措置等

開始 、 開始後速 、当該施設

入所措置等（前条第 項 表第 号 掲 助産 実

施 除 。） 翌年度以降 引 続 行

、 行 間、毎年度次 表 第 欄 掲

２

５ ６ ５

３

２ １

３

３

６

３

２ ２

２

１

３ ３

２

１

３

３

３

５ ６

３

５

４

６

４

３

４ ２

１

１

４ １

１ ２

２

３

４ ２

１

４ １

１ ２

２

14

14

3 0 , 0 0 0

15,000
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る までに それぞれ の に げる を

の に げる により に しなければ

ならない

の

は

に げる

を ける

の

に げ

る の

に

げる の

は

に げる

を ける

び に

げる の

に げる

の は

から

までに げ

る を ける

の

の

は

に げる

を ける

びその

の

の

の

の の の に げる に する

については の に げる の

に げる は それぞれ の に げる

とする

る までに それぞれ の に げる を

の に げる により に しなければ

ならない

の

に げ

る を ける

の

に げ

る の

は に

げる

の を ける

び

に げる

の

に げる

の

は に

げる を

ける の

の

は

に げる

を ける

びその

の

の

の

の の に する

に する については に

める とあるのは に める

についてはその が を えるときは

その の についてはその が

を えるときは と に める

とあるのは に める の の に する

に げる にあっては

に げる にあっては に める

とする

日 、 同表 第 欄 掲 事項 同

表 第 欄 掲 書類 知事 申告

。

前条第 項

表第 号又 第

号 掲 措

置 受 者

月 日 対象収入

額

対象収入

額申告書

（様式第

号）

前条第 項

表第 号 掲

助産 実施、

同表第 号 掲

母子保護

実施又 同表第

号 掲 措

置 受 者及

同表第 号

掲 助産 実

施、同表第 号

掲 母子保

護 実施又 同

表第 号 第

号 掲

措置 受

者 世帯内扶養

義務者

月 日 所得税額

等

所得税額

等申告書

（様式第

号）

前条第 項

表第 号又 第

号 掲 措

置 受 者及

世帯内扶

養義務者

月 日 基準年分

所得税

額

月 日 基準年度

分 市町

村民税

所得割額

略

附 則

略

当分 間、次 表 第 欄 掲 措置 要 費

用 、同表 第 欄 掲 規定中同表 第

欄 掲 字句 、 同表 第 欄 掲

字句 。

日 、 同表 第 欄 掲 事項 同

表 第 欄 掲 書類 知事 申告

。

前条第 項

表第 号 掲

措置 受

者

月 日 対象収入

額

対象収入

額申告書

（様式第

号）

前条第 項

表第 号 掲

助産 実施又

同表第 号

掲 母子保護

実施 受

者及 同表第

号 掲 助産

実施、同表第

号 掲 母

子保護 実施又

同表第 号

掲 措置 受

者 世帯内

扶養義務者

月 日 所得税額

等

所得税額

等申告書

（様式第

号）

前条第 項

表第 号又 第

号 掲 措

置 受 者及

世帯内扶

養義務者

月 日 基準年分

所得税

額

月 日 基準年度

分 市町

村民税

所得割額

略

附 則

略

当分 間、第 条第 項 表第 号 規定 措置

要 費用 、同号第 欄中「第 欄 定

額」 「第 欄 定 額（重症心身障

害児施設 額 円 超

円、 他 施設 額 円

超 円）」 、「第 欄 定 額」

「第 欄 定 額 分 相当

額（同表第 号 掲 場合 円、同表第

号（ ） 掲 場合 当該第 欄 定

額）」 。

３

４

１ １

４

６

６

１

２ １

２

３

５

２

３

４

６

６

２

３ １

１

７

６

６

２

１

２ １

２

３ ４

３

４

１ １

４

６

１

２ １

２

３

２

３

４

６

２

３ １

１

５

６

６

２

１

２ ３ １ ４

３ ２

２

３

３ ２ １

１ ０

３ ３

20

20

20

20

20

20

20

20

90,000

90,000 50,000

50,000

14
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１ ３

１

４

３

１

４

３

２ ２

３ ３

２ １

１

０

３

３

２ ３

１

６

３

３ １

６ ４

２

３ ３

１

６

３

１

６

３

３ ３

２ １

１

０

３

３

３

２

２

４

２

１

４

１

１

０

第 条

第 項

表第 号

掲

措置

第 条第

項 表

第 号第

欄

第 欄

定 額

第 欄 定

額（重症心身障

害児施設

額

円 超

円、 他 施

設

額 円

超

円）

第 欄

定 額

第 欄 定

額 分

相当 額（同

表第 号 掲

場合

円、同表第

号（ ） 掲

場合

当該第 欄

定 額）

第 条

第 項

表第 号

掲

措置

、

開始後

年 経過

月

後 行

第 条

項 表第

号第

欄（同表

第 欄

区分

被措置

者等

徴収

場合 限

。）

県支弁月

額

県支弁月額

円（知的

障害者援護施設

通 行

措置 、

円）

低 額

第 条

第 項

表第 号

掲

措置

第 条第

項 表

第 号第

欄

第 欄

定 額

第 欄 定

額 分

相当 額（同

表第 号 掲

場合

円、同表第

号（ ） 掲

場合

当該第 欄

定 額）

第 条第

項 表

第 号第

欄

定

額 分

相

当 額

（

定 額

分 （同条第

号 掲 場

合 、

円） 相当

額（

の

に げる

の

に

める

に める

につい

てはその が

を え

るときは

その の

についてはそ

の が

を えるときは

に

める

に める

の の に

する

に げ

る にあって

は

に げ

る にあって

は に

める

の

に げる

のう

ち その

を

する よ

り に

うもの

の

の

によ

り

から

する

に

る

と

に わせて う

については

との

いずれか い

の

に げる

の

に

める

に める

の の に

する

に げ

る にあって

は

に げ

る にあって

は に

める

の

に める

の

の に

する

に める の

の

に げる

にあっては

に す

る

90,000

90,000

50,000

50,000

14

50,000

25,000
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３ ３ １ ３

５

３

３ ３ １ ３

３

２ ３ １

１

６ ９ ２ ４

４

７ １

５

２ １ ２ １

１

６ ４ ２ ４

４

７ ５ １

５

当分 間、第 条第 項 表第 号 掲 母子保

護 実施又 同表第 号 掲 措置 要 費用

徴収 場合 、別表第 中「 円」

「 円」 、「 円」 「

円」 、「 円」 「 円（被措置者

等及 世帯内扶養義務者 市町村民税 所得割額

合算額 円以下 場合 、

円）」 読 替 、同表 規定 適用 。

当分 間、第 条第 項 表第 号 掲 母子保

護 実施 要 費用 徴収 場合 、別

表第 中「 円」 「 円」 、「

円」 「 円」 、「 円」

「 円（被措置者等及 世帯内扶養義務者

市町村民税 所得割額 合算額 円以下

場合 、 円）」 読 替 、同表

規定 適用 。

改 正 後 改 正 前

（指定 同意）

第 条 政令第 条第 項 同意 、指定医同意書（様

式第 号） 提出 。

（身体障害者 居住地等 変更届）

第 条 政令第 条第 項又 第 項 規定 届出

、身体障害者居住地等変更届出書（様式第 号）

提出 。

（身体障害者手帳 再交付 申請）

第 条 政令第 条第 項 規定 申請 、身体障

害者手帳再交付申請書（様式第 号） 提出

。

（指定 同意）

第 条 政令第 条 第 項 同意 、指定医同意書

（様式第 号） 提出 。

（身体障害者 居住地等 変更届）

第 条 政令第 条第 項又 第 項 規定 届出

、身体障害者居住地等変更届出書（様式第 号）

提出 。

（身体障害者手帳 再交付 申請）

第 条 政令第 条第 項 規定 申請 、身体障

害者手帳再交付申請書（様式第 号） 提出

。

の の に げる

の は に げる に する を

する においては と

あるのは と とあるのは

と とあるのは

びその の の

の が である にあっては

と み えて の を する

の の に げる

の に する を する においては

とあるのは と

とあるのは と とあるの

は びその

の の の が であ

る にあっては と み えて の

を する

の

の は

を してしなければならない

の の

は の による

は を

してしなければならない

の の

の による は

を してしな

ければならない

の

の の は

を してしなければならない

の の

は の による

は を

してしなければならない

の の

の による は

を してしな

ければならない

2,200

1,100 4,500 3,300

6,600 6,600

5,000 4,700

2,200 1,100 4,500

3,300 6,600

6,600

5,000

4,700

10

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

規則 施行前 行 社会福祉 増進 社会福祉事業法等 一部 改正 法律（平成 年法

律第 号）第 条 規定 改正前 知的障害者福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第 項第 号 規

定 措置 要 費用 知的障害者又 扶養義務者 費用 徴収 、 従前

例 。

鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則

鳥取県身体障害者福祉法施行細則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

１ ４ １

２

７ １ ２

３

６

この は から する

この の に われた の のための の を する

の による の に

する に する についての はその からの の については なお の

による

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

15

12

101 35 37 16

15 31

17

鳥取県規則第 号24
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（指定医療機関 変更等 届出）

第 条 政令第 条 規定 届出 、次 各号 掲

区分 応 、当該各号 定 届出書 提出

。

（ ）～（ ） 略

（指定医療機関 辞退 申出）

第 条 政令第 条 規定 申出 、指定医療機関

辞退申出書（様式第 号） 提出

。

様式第 号（第 条関係）

身体障害者居住地等変更届出書

職 氏 名 様

居住地（氏名等） 変更 、身体障害者福祉

法施行令第 条第 項（第 項） 規定 、下記

届 出 。

年 月 日

住 所

届出者

氏 名

（手帳本人以外 場合、本人

続柄 ）

記

略

様式第 号（第 条関係）

身体障害者手帳再交付申請書

職 氏 名 様

身体障害者手帳 再交付 受 、身体障害

者福祉法施行令第 条第 項 規定 、下記

申請 。

年 月 日

住 所

届出者

氏 名

（手帳本人以外 場合、本人

続柄 ）

記

略

（注） 略

様式第 号（第 条関係）

指定医療機関変更届出書

職 氏 名 様

（指定医療機関 変更等 届出）

第 条 政令第 条 規定 届出 、次 各号

掲 区分 応 、当該各号 定 届出書 提出

。

（ ）～（ ） 略

（指定医療機関 辞退 申出）

第 条 政令第 条 規定 申出 、指定医療

機関辞退申出書（様式第 号） 提出

。

様式第 号（第 条関係）

身体障害者居住地等変更届出書

職 氏 名 様

居住地（氏名等） 変更 、身体障害者福祉

法施行令第 条第 項（第 項） 規定 、下記

届 出 。

年 月 日

住 所

届出者

氏 名

（手帳本人以外 場合、本人

続柄 ）

記

略

様式第 号（第 条関係）

身体障害者手帳再交付申請書

職 氏 名 様

身体障害者手帳 再交付 受 、身体障害

者福祉法施行令第 条第 項 規定 、下記

申請 。

年 月 日

住 所

届出者

氏 名

（手帳本人以外 場合、本人

続柄 ）

記

略

（注） 略

様式第 号（第 条関係）

指定医療機関変更届出書

職 氏 名 様

の の

の による は の に

げる に じ に める を して

しなければならない

の の

の による は

を してしなければなら

ない

を したので

の により

のとおり け ます

の

との

の を けたいので

の により のと

おり します

の

との

の の

の の による は の

に げる に じ に める を

してしなければならない

の の

の の による は

を してしなければ

ならない

を したので

の により

のとおり け ます

の

との

の を けたいので

の により のと

おり します

の

との

10 23

11 24

12

10

10

10

11 10

12

10

１ ３

４ ６

９ ２ ４

５ ７

１

９

５ ９

１ ３

５

４ ６

４ ２ ４

５ ７

５ １

９
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指定医療機関 指定 係 事項 変更 、身

体障害者福祉法施行令第 条 規定 、下記

届 出 。

年 月 日

開設者

住 所

氏名又 名称及

代表者 氏名

記

略

様式第 号（第 条関係）

指定医療機関休止（廃止・再開）届出書

職 氏 名 様

指定医療機関 休止 （廃止 ・再開 ）

、身体障害者福祉法施行令第 条 規定 、下

記 届 出 。

年 月 日

開設者

住 所

氏名又 名称及

代表者 氏名

記

略

様式第 号（第 条関係）

指定医療機関処分届出書

職 氏 名 様

医療法、薬事法、健康保険法又 老人保健法 基

処分 受 、身体障害者福祉法施行令第 条

規定 、下記 届 出 。

年 月 日

開設者

住 所

氏名又 名称及

代表者 氏名

記

略

様式第 号（第 条関係）

指定医療機関辞退申出書

職 氏 名 様

指定医療機関 指定 辞退 、身体障害者

指定医療機関 指定 係 事項 変更 、身

体障害者福祉法施行令第 条 規定 、下記

届 出 。

年 月 日

開設者

住 所

氏名又 名称及

代表者 氏名

記

略

様式第 号（第 条関係）

指定医療機関休止（廃止・再開）届出書

職 氏 名 様

指定医療機関 休止 （廃止 ・再開 ）

、身体障害者福祉法施行令第 条 規定 、

下記 届 出 。

年 月 日

開設者

住 所

氏名又 名称及

代表者 氏名

記

略

様式第 号（第 条関係）

指定医療機関処分届出書

職 氏 名 様

医療法、薬事法、健康保険法又 老人保健法 基

処分 受 、身体障害者福祉法施行令第 条

規定 、下記 届 出 。

年 月 日

開設者

住 所

氏名又 名称及

代表者 氏名

記

略

様式第 号（第 条関係）

指定医療機関辞退申出書

職 氏 名 様

指定医療機関 指定 辞退 、身体障害者

の に る を したので

の により のと

おり け ます

は

び の

を した した した の

で の により

のとおり け ます

は

び の

は に づ

く を けたので

の により のとおり け ます

は

び の

の を したいので

の に る を したので

の の により

のとおり け ます

は

び の

を した した した の

で の の により

のとおり け ます

は

び の

は に づ

く を けたので

の の により のとおり け ます

は

び の

の を したいので

23

10 10

23

11 10

23

12 11

10 10

11 10

12 11

５ ９

５ ９

５

９
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福祉法施行令第 条 規定 、下記 申

出 。

年 月 日

開設者

住 所

氏名又 名称及

代表者 氏名

記

略

福祉法施行令第 条 規定 、下記

申 出 。

年 月 日

開設者

住 所

氏名又 名称及

代表者 氏名

記

略

改 正 後 改 正 前

（児童居宅生活支援事業等 開始 届出）

第 条 法第 条 第 項 規定 届出 、児童

居宅生活支援事業等開始届出書（様式第 号） 提出

。

（児童居宅生活支援事業等 届出事項 変更 届出）

第 条 法第 条 第 項 規定 届出 、児童

居宅生活支援事業等届出事項変更届出書（様式第 号）

提出 。

（児童居宅生活支援事業等 廃止等 届出）

第 条 法第 条 第 項 規定 届出 、児童

居宅生活支援事業等廃止（休止）届出書（様式第 号）

提出 。

様式第 号（第 条関係）

（児童居宅生活支援事業 開始 届出）

第 条 法第 条 第 項 規定 届出 、児童

居宅生活支援事業開始届出書（様式第 号） 提出

。

（児童居宅生活支援事業 届出事項 変更 届出）

第 条 法第 条 第 項 規定 届出 、児童

居宅生活支援事業届出事項変更届出書（様式第 号）

提出 。

（児童居宅生活支援事業 廃止等 届出）

第 条 法第 条 第 項 規定 届出 、児童

居宅生活支援事業廃止（休止）届出書（様式第 号）

提出 。

様式第 号（第 条関係）

24 10

16 34

26

17 34

27

18 34

28

26 16

16 34

26

17 34

27

18 34

28

26 16

の により のとおり し

ます

は

び の

の の により のとおり

し ます

は

び の

の の

の の による は

を

してしなければならない

の の の

の の による は

を してしなければならない

の の

の の による は

を してしなければならない

の の

の の による は

を し

てしなければならない

の の の

の の による は

を してしなければならない

の の

の の による は

を してしなければならない

５

３ １

３ ２

３ ３

３ １

３ ２

３ ３

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県児童福祉法施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県児童福祉法施行細則 一部 改正 規則

鳥取県児童福祉法施行細則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

この は から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を る

15

15 31

20

４ １

３

３

鳥取県規則第 号25



平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 36 17３

児童居宅生活支援事業等開始届出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

届出代表者 氏 名

電話番号

児童居宅生活支援事業等 開始 、児童福

祉法第 条 第 項 規定 、関係書類 添

次 届 出 。

略

注 略

添付書類 略

様式第 号（第 条関係）

児童居宅生活支援事業等届出事項変更届出書

職 氏 名 様

児童居宅生活支援事業等 変更 、児

童福祉法第 条 第 項 規定 、次

届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出代表者 氏 名

電話番号

略

注 略

添付書類 略

様式第 号（第 条関係）

児童居宅生活支援事業等廃止（休止）届出書

職 氏 名 様

児童居宅生活支援事業等 廃止（休止） 、

児童福祉法第 条 第 項 規定 、次

届 出 。

児童居宅生活支援事業開始届出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

届出代表者 氏 名

電話番号

児童居宅生活支援事業 開始 、児童福祉

法第 条 第 項 規定 、関係書類 添

次 届 出 。

略

注 略

添付書類 略

様式第 号（第 条関係）

児童居宅生活支援事業届出事項変更届出書

職 氏 名 様

児童居宅生活支援事業 変更 、児童

福祉法第 条 第 項 規定 、次 届

出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出代表者 氏 名

電話番号

略

注 略

添付書類 略

様式第 号（第 条関係）

児童居宅生活支援事業廃止（休止）届出書

職 氏 名 様

児童居宅生活支援事業 廃止（休止） 、

児童福祉法第 条 第 項 規定 、次

届 出 。

フリガナ

を したいので

の の により を え

て のとおり け ます

について したので

の の により のとおり

け ます

フリガナ

を したいので

の の により のとお

り け ます

フリガナ

を したいので

の の により を えて

のとおり け ます

について したので

の の により のとおり

け ます

フリガナ

を したいので

の の により のとお

り け ます
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27 17

34

28 18

34

34

27 17

34

28 18

34
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３ １
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３ ３



平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 3618 ３

年 月 日

郵便番号

住 所

届出代表者 氏 名

電話番号

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

児童福祉施設廃止（休止）承認申請書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

申請者 氏 名

電話番号

児童福祉施設 廃止（休止） 、児童福祉

法施行規則第 条第 項 規定 、関係書類 添

次 申請 。

略

添付書類 略

年 月 日

郵便番号

住 所

届出代表者 氏 名

電話番号

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

児童福祉施設廃止（休止）承認申請書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号 □□□ □□

住 所

申請者 氏 名

電話番号

児童福祉施設 廃止（休止） 、児童福祉

法第 条第 項 規定 、関係書類 添 次

申請 。

略

添付書類 略

フリガナ

フリガナ

を したいので

の により を

えて のとおり します

フリガナ

フリガナ

を したいので

の により を えて の

とおり します

35 24

38

35 24

38２

－

２
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古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています
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附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。この は から する15 ４ １


